
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  太陽光発電による余剰電力の売却              

Ｑ：私は会社員です。今年、太陽光発電設

備を自宅に設置して、余剰電力を電力会社に

売却しています。消費税の課税対象になりま

すでしょうか？ 

                                              

Ａ：次のようになります。 

【解説】 

消費税の課税対象となる取引は、国内にお

いて事業者が事業として対価を得て行う資産

の譲渡等であり、個人事業者が生活の用に供

している資産を譲渡する場合のその譲渡は課

税対象となりませんが、会社員が行う取引で

あっても、反復、継続、独立して行われるも

のである場合には、消費税の課税対象となり

ます。 

お尋ねの余剰電力の売却は、本人の事業の

用に供するものではなく、生活の用に供する

ために設置した太陽光発電設備から生じた電

気のうち、使い切れずに余った場合にその余

剰電力を電力会社に売却しているものですか

ら、生活用資産(非事業用資産)の譲渡に該当

し、消費税の課税対象にはなりません。 

したがって、この場合の余剰電力の売却は、

消費税の課税対象にはならないこととなりま

す。 

なお、会社員が自宅で行う太陽光発電であ

っても、一定規模以上の太陽光発電設備によ

り発電が行われる場合で、その送電された電

気の全量について電力会社に売却していると

きは、反復、継続、独立して行う取引に該当

することとなり、この場合には、課税対象と

なります。 
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